
○
告

示

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

佐
伯
市
字
下
小
谷
九
六
三
四

番
四
か
ら

佐
伯
市
字
三
九
郎
谷
九
七
○

九
番
五
地
先
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

四
・
〇

〜

三
・
五

メ
ー
ト
ル

二
七
五
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

県
道
梶
寄
浦

佐
伯
線

佐
伯
市
字
下
小
谷
九
六
三
四

番
四
か
ら

佐
伯
市
字
三
九
郎
谷
九
七
○

九
番
五
地
先
ま
で

後

Ａ

四
・
〇

〜

三
・
五

二
七
五
・
〇

地
の
区

分
を
い

う
。

佐
伯
市
字
下
小
谷
九
六
三
四

番
一
か
ら

佐
伯
市
字
三
九
郎
谷
九
七
○

九
番
一
ま
で

Ｂ

三
八
・
〇

〜
一
〇
・
〇

二
五
五
・
〇
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
三
号

豊
後
高
田
市
臼
野
字
小
羽
山
一
二
二
六
番
二
か
ら

豊
後
高
田
市
臼
野
字
東
浜
田
三
二
九
八
番
六
ま
で

平
二
九
・

四
・
二
八

○
公

告

役

名

氏

名

住

所

理

事

赤

星

文

明

豊
後
大
野
市
三
重
町
向
野
一
一
一
三
番
地

告

示

道
路
区
域
の
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更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

基
本
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
重
町
土

地
改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

平
成
二
十
九
年

第
二
八
七
六
号

四
月
二
十
八
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

一



役

名

氏

名

住

所

理

事

阿

南

清

兒

豊
後
大
野
市
三
重
町
向
野
一
一
二
四
番
地
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（
就
任
役
員
）

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
」
及
び
「
国
土
広
域
情
報
」
修
正
測
量

二

作
業
の
地
域

県
内
全
域

三

作
業
の
終
了
日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
告
示
が
平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日
付
け
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
九
号
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
の

で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
六
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二
十
九
号
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
十
七
号
富
士
見
通
南
立
石
線

二

施
行
者
の
名
称

大
分
県

三

事
務
所
の
所
在
地

主
た
る
事
務
所

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一

号

従
た
る
事
務
所

大
分
県
別
府
土
木
事
務
所

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
十
四
番
一
号

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二


